
三
重
お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
証
の

更
新
手
続
き
に
つ
い
て

　
身
体
障
が
い
者
、
知
的
障
が
い

者
、
精
神
障
が
い
者
、
要
介
護
高

齢
者
お
よ
び
難
病
の
か
た
が
現

在
使
用
し
て
い
る
利
用
証
の
有

効
期
限
は
５
年
で
す
。
利
用
証
に

表
示
さ
れ
て
い
る
有
効
期
限
を

確
認
し
て
、
有
効
期
限
ま
で
に
更

新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

有
効
期
限
の
３
か
月
前
か
ら
、

下
記
申
請
窓
口
で
手
続
き
が
で

き
ま
す
。

　
ま
た
、
７
月
か
ら
上
記
の
か
た

の
利
用
証
有
効
期
限
を
廃
止
し

ま
す
。
更
新
後
は
、
利
用
証
の
交

付
要
件
に
該
当
し
な
く
な
る
ま

で
使
用
で
き
ま
す
。

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

申
請
窓
口
で
交
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
、
利
用
証
を
県
か
ら

郵
送
し
て
い
ま
し
た
が
、
７
月
か

ら
は
申
請
窓
口
で
即
日
お
渡
し

し
ま
す
。
た
だ
し
、
各
連
絡
所
で

の
申
請
の
場
合
は
、
利
用
証
は
後

日
、
連
絡
所
で
手
渡
し
と
な
り
ま

す
。

　
「
三
重
お
も
い
や
り
駐
車
場
利

用
証
制
度
」
と
は
、
歩
行
が
困
難

な
か
た
の
外
出
を
支
援
す
る
た

め
、
公
共
施
設
や
店
舗
な
ど
に
あ

る
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
区
画

な
ど
を
利
用
で
き
る
か
た
に
利

用
証
を
交
付
す
る
制
度
で
す
。

三
重
お
も
い
や
り
駐
車
場

利
用
証
制
度
と
は
？

　
申
請
窓
口

　
健
康
福
祉
課
（
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
ひ
だ
ま
り
）、
市
民
課
、
各

連
絡
所
、
県
多
気
度
会
福
祉
事
務

所
、
県
庁
の
各
窓
口
で
す
。

　
申
請
方
法

　
申
請
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
各
連
絡
所
で
申

請
し
た
場
合
は
、
後
日
窓
口
で
手

渡
し
し
ま
す
。

　
郵
送
で
の
手
続
き
は
、
申
請
書

と
各
種
証
明
書
の
写
し
（
医
師
の

証
明
書
は
原
本
）
を
健
康
福
祉
課

へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
郵

送
で
利
用
証
を
送
り
ま
す
。

　
申
請
に
必
要
な
も
の

　

障
害
者
手
帳
な
ど
の
各
種
手

帳
や
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

受
給
者
証
、
医
師
の
証
明
書
な
ど

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
、
運

転
免
許
証
な
ど
代
理
人
の
身
分

証
明
書
も
併
せ
て
必
要
で
す
。

　

障
が
い
の
軽
減
に
よ
り
交
付

対
象
で
な
く
な
っ
た
り
、
有
効
期

限
が
切
れ
た
利
用
証
を
持
っ
て

い
る
場
合
は
、
申
請
窓
口
ま
た
は

郵
送
で
利
用
証
を
必
ず
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

！

使
わ
な
い
利
用
証
は
返
却
を
！

区　分 交付要件

障
が
い
者

身体障がい 身体障害者手帳の等級が
下記の等級であること。

視覚障がい 1級から4級
聴覚障がい 2 級、3級
平衡機能障がい 3 級、5級

肢
体
不
自
由

上肢 1級、2級
下肢 1級から6級
体幹 1級、2級、3級、5級
乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による運動
機能障がい

上肢機能 1級、2級

移動機能 1級から6級

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・直腸・ぼう
こうの機能障がい 1級、3級、4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障が
い、肝臓機能障がい 1級から4級

知的障がい 療育手帳の障がいの程度欄「A」
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳の障がい区分「1級」

要介護高齢者など 介護保険被保険者証の要介護状態区分「要介護1から5」

難病患者 特定疾患医療受給者、特定医療費（指定難病）受給者、
小児慢性特定疾患医療受給者

妊産婦など 母子健康手帳取得時から産後１年 6か月まで

けが人 けがにより一時的に歩行が困難で、医師の証明書などにより
駐車場の利用に配慮が必要と認められるかた。

その他 上記以外の理由により歩行が困難で、医師の証明書などに
より駐車場の利用に配慮が必要と認められるかた。

利用証の交付対象者
歩行が困難で以下の基準に該当するかたです。
※利用証は交付対象者が同乗する場合も使用できます。

健
康
福
祉
課
高
齢
・
障
害
係　
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有効期限は
ここを確認してください
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